
居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 

（居宅サービス計画書記載要領） 

 

 本様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介

護サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して記載するものとする。

但し、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変

更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙

に継続して記載することができるものとする。 

 

１．第１表：「居宅サービス計画書（１）」 

 

 [1]「利用者名」 

  当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。 

 

 [2]「生年月日」 

  当該利用者の生年月日を記載する。 

 

 [3]「住所」 

  当該利用者の住所を記載する。 

 

 [4]「居宅サービス計画作成者氏名」 

  当該居宅サービス計画作成者（介護支援専門員）の氏名を記載する。 

 

 [5]「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」 

  当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及                                               

び所在地を記載する。 

 

 [6]「居宅サービス計画作成（変更）日」 

  当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。 

 

 [7]「初回居宅サービス計画作成日」 

  当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画を 

初めて作成した日を記載する。 

 

 [8]「初回・紹介・継続」 

  当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受 

ける場合は「初回」に、他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援事業者 

の他の事業所を含む。以下同じ。）又は介護保険施設から紹介された場合は 

「紹介」に、それ以外の場合は「継続」に○を付す。 

  なお、「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険 



施設において既に居宅介護支援等を受けていた場合を指す。 

  また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅 

介護支援を受けている場合を指す。 

  おって、当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した 

経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受けた 

場合には、「紹介」及び「継続」の両方をＯ印で囲むものとする。 

 

 [9]「認定済・申請中」 

  「新規申請中」（前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。）、 

「区分変更申請中」、「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えてい 

る場合」は、「申請中」に○を付す。それ以外の場合は「認定済」に○を付 

す。 

 

 [10]「認定日」 

  「要介護状態区分」が認定された日（認定の始期であり、初回申請者であ 

れば申請日）を記載する。 

「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計画

を変更する必要がある場合には、作成日の変更を行う。 

[11]「認定の有効期間」 

  被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。 

 

 [12]「要介護状態区分」 

  被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。 

 

 [13]「利用者及び家族の介護に対する意向」 

  利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度   

で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのかについて課題分

析の結果を記載する。 

 なお、利用者及びその家族の介護に対する意向が異なる場合には、各々の

主訴を区別して記載する。 

 

[14]「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」 

 被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記

載されている場合には、これを転記する。 

 

[15]「総合的な援助の方針」 

 課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に

対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種の

サービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、総合的な援

助の方針を記載する。 

 あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対



応機関やその連絡先等について記載することが望ましい。 

 

[16]「生活援助中心型の算定理由」 

 介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の

訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 

 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１２年

２月１０日厚生省告示第１９号）別表の１の注３に規定する「単身の世帯に

属する利用者」の場合は、「１．一人暮らし」に、「家族若しくは親族（以

下「家族等」という。）と同居している利用者であって、当該家族等の障害、

疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難

であるもの」の場合は、「２．家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、

家族等に障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、

家事が困難な場合等については、「３．その他」に○を付し、その事情の内

容について簡潔明瞭に記載する。 

 

２．第２表：「居宅サービス計画書（２）」 

 

 [1]「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」 

  利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すべき課題（ニーズ）  

についてその相互関係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点が

どこにあるかを分析し、その波及する効果を予測して原則として優先度合い

が高いものから順に記載する。 

 

[2]「目標（長期目標・短期目標）」 

 「長期目標」は、基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するも 

のである。 

 ただし、解決すべき課題が短期的に解決される場合やいくつかの課題が解

決されて初めて達成可能な場合には、複数の長期目標が設定されることもあ

る。 

 「短期目標」は、解決すべき課題及び長期目標に投階的に対応し、解決に

結びつけるものである。 

 緊急対応が必要になった場合には、－時的にサービスは大きく変動するが、

目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、緊急対応が落ち着いた

段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する。 

 なお、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載する

こととし、かつ目標は、実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはなら

ない。 

 

[3]（「長期目標」及び「短期目標」に付する）「期間」 

 「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を、 

いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 



 「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階と

して設定した「短期目標」の達成期限を記載する。 

 また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特

定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差

し支えないものとする。 

 なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

 

[4]「サービス内容」 

 「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明

らかにし、適切・簡潔に記載する。 

 この際、できるだけ家族による援助も明記し、また、当該居宅サービス計

画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービスがニ

ーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載す

る。 

 なお、生活援助中心型の訪問介護を必要とする場合には、その旨を記載す

る。 

 

[5]「保険給付の対象か否かの区分」 

 「サービス内容」中、保険給付対象内サービスについてＯ印を付す。 

 

[6]「サービス種別」 

 「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サ

ービス事業者等を選定し、具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供

を行う「事業所名」を記載する。 

 家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する。 

 

[7]「頻度」・「期間」 

 「頻度」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一

定期間内での回数、実施曜日等）」で実施するかを記載する。 

 「期間」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「期間」に

わたり実施するかを記載する。 

 なお、「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとす

る。 

 

[8]福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由 

 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合

においては、「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サ

ービスを必要とする理由が明らかになるように記載する。 

 なお、理由については、別の用紙（別葉）に記載しても差し支えない。 

 



３．第３表：「週間サービス計画表」 

 

 [1]「主な日常生活上の活動」 

  利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について   

記載する。 

  なお、当該様式については、時間軸、曜日軸の縦横をどちらにとってもか  

まわない。 

 

４．第４表：「サービス担当者会議の要点」 

 

 サービス担当者会議を開催した場合に、当該会議の要点について記載する。

また、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合に、サ

ービス担当者に対して行った照会の内容等についても、記載する。 

 

 [1]「利用者名」 

  第１表から転記する。 

 

 [2]「生年月日」 

  第１表から転記する。 

 

 [3]「住所」 

  第１表から転記する。 

 

 [4]「居宅サービス計画作成者氏名」 

  第１表から転記する。 

 

 [5]「開催日」 

  当該会議の開催日を記載する。 

 

 [6]「開催場所」 

  当該会議の開催場所を記載する。 

 

 [7]「開催時間」 

  当該会議の開催時間を記載する。 

 

 [8]「開催回数」 

  当該会議の開催回数を記載する。 

 

 [9]「会議出席者」 

  当該会議の出席者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載する。本人又は 



その家族が出席した場合には、その旨についても記入する。また、当該会議

に出席できないサービス担当者がいる場合には、その者の「所属（職種）」

及び「氏名」を記載するとともに、当該会議に出席できない理由についても

記入する。なお、当該会議に出席できないサービス担当者の「所属（職種）」、 

「氏名」又は当該会議に出席できない理由について他の書類等により確認す

ることができる場合は、本表への記載を省略して差し支えない。 

 

[10]「検討した項目」 

 当該会議において検討した項目について記載する。当該会議に出席できな

いサービス担当者がいる場合には、その者に照会（依頼）した年月日、内容

及び回答を記載する、又、サービス担当者会議を開催しない場合には、その

理由を記載するとともに、サービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日、照

会（依頼）した内容及び回答を記載する。なお、サービス担当者会議を開催

しない理由又はサービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日若しくは照会（依

頼）した内容及び回答について他の書類等により確認することができる場合

は、本表への記載を省略して差し支えない。 

 

[11]「検討内容」 

 当該会議において挨討した項目について、それぞれ検討内容を記載する。 

 

[12]「結論」 

 当該会議における結論について記載する。 

 

[13]「残された課題（次回の開催時期等）」 

 必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足とな

った場合や、必要と考えられるが本人の希望等により利用しなかった居宅サ

ービスや次回の開催時期、開催方針等を記載する。 

 

５．第５表：「居宅介護支援経過」 

いわゆるモニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度 

等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等 

について記載する。 

漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。 

 

６．第６表：「サービス利用票（兼居宅サービス計画）」 

 

 居宅サービス計画原案」に位置付けられたサービスをもとに、月単位で作成

する。 

 

 [1]「認定済・申請中の区分」 

   「認定済」・「申請中」の区分のどちらかをＯで囲む。「新規申請中」、  



「区分変更申請中」及び「更新申請中に当該認定有効期間を超えた場合」に

ついては「申請中」となり、その他の場合が「認定済」となる。 

 

[2]「対象年月」 

 居宅サービス計画の対象となる年月を和暦で記載する。 

 

[3]「保険者番号」 

 被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

[4]「保険者名」 

 被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

[5]「被保険者番号」 

 被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

[6]「被保険者氏名」 

 被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

[7]「生年月日」 

 被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

[8]「性別」 

 被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

[9]「要介護状態区分」 

 「認定済」の場合は、被保険者証に記載された要介護状態区分をＯで囲む。

「申請中」の場合は、居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状

態区分をＯで囲む。 

 

[10]「変更後要介護状態区分・変更日」 

 月の途中で要介護状態区分に変更があった場合に、変更後の要介護状態区

分をＯで囲み、変更日を記載する。 

 

[11]「居宅介護支援事業者事業所名担当者名」 

 居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所の名称及び担当者名を記

載する。ただし、利用者が作成した場合は記載する必要はない。 

 

[12]「作成年月日」 

 居宅サービス計画からサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付

を記載する。居宅サービス計画の変更を行った場合は、変更後の居宅サービ

ス計画に基づいてサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載



する。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。 

 

[13]「利用者確認」 

 居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票（控）に、利用者の確認を

受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。 

 

[14]「保険者確認印」 

 利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成し

た場合に、その受付を行った市町村が確認印を押印する。ただし、居宅介護

支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は、押印する必要は

ない。 

 

[15]「届出年月日」 

 利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成し

た場合に、その受付を行った市町村が市町村に届け出た年月日を記載する。

ただし、居宅介護支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は、

記載する必要はない。 

 

[16]「区分支給限度基準額」 

 被保険者証に記載された支給限度基準額（単位数）を記載する。「申請中」

の場合は、居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状態区分に応

じた１月間当たりの支給限度基準額（単位数）（月途中の変更がある場合に

は、重い方の「要介護状態区分」に対応した額と一致する。）を記載する。 

 

[17]「限度額適用期間」 

 被保険者証に記載された限度額適用期間を記載する。 

 

[18]「前月までの短期入所利用日数」 

 計画対象月までの短期入所利用日数を記載する。新規認定申請中の場合は、

「０」と記載する。 

 

[19]「曜日」 

 対象月における日付に対応する曜日を記載する。 

 

[20]「提供時間帯」 

 サービス提供開始から終了までの予定時刻を２４時間制で記載する。サー

ビス提供時間帯が決まっているものは、提供時間帯の早い順（0:00～24:00）

に記載する。ただし、福祉用具貸与及び短期入所サービスの場合は、記載す

る必要はない。 

 

[21]「サービス内容」 



 適用するサービスコードに対応するサービスの名称（「介護給付費単位数・

サービスコード表」の省略名称）を記載する。 

 

[22]「サービス事業者事業所名」 

 サービス提供を行う事業所の名称を記載する。 

 

[23]「予定」 

 該当するサービスの提供回数（通常は「１」）を記載する。ただし、福祉

用具貸与の場合は、記載する必要はない。 

 

[24]「実績」 

 サービスを提供した事業所が実績を記載する。計画を作成する時点での記

載は、必要ない。 

 

[25]「合計回数」 

 各行の「予定」欄に記載された提供回数の合計を記載する。ただし、福祉

用具貸与の場合は、記載する必要はない。 

 

７．第７表：「サービス利用票別表」 

 

（１）第７表「サービス利用票」の各行から、支給限度管理の対象となるサー

ビスを全て転記する。記載は、サービス提供事業所毎に記載することとし、同

一事業所で複数のサービスを提供する場合は、サービスコード毎に記載する。

また、事業所又はサービス種類（サービスコードの上２桁）が変わる毎に、そ

の事業所又はサービス種類毎の集計値を記載するための集計行を１行ずつ挿入

する。（１つのサービス種類について１つしかサービスコードがない場合は、

集計行は不要。） 

 

 [1]「事業所名」 

  第７表「サービス利用票」の[24]「サービス事業者事業所名」欄から転記   

する。集計行にも対象事業所名を記載する。 

 

 [2]「事業所番号」 

  上記[1]「事業所名」に対応する事業所番号を WAM NETの『介護報酬情報提   

供システム』等により確認して記載する。集計行にも対象事業所の事業所番 

号を記載する。 

 

 [3]「サービス内容／種類」 

  第７表「サービス利用票」の[23]「サービス内容」欄から転記する。集計 

行には、サービス種類の名称を記載する。 

 



 [4]「サービスコード」 

  上記[3]「サービス内容／種類」に対応するサービスコードを『介護給付費 

単位数サービスコード表』により確認して記載する。集計行には、記載する 

必要はない。 

 

 [5]「単位数」 

  上記[4]「サービスコード」に対応する１回当たりの単位を『介護給付費単 

位数サービスコード表』により確認して記載する。ただし、福祉用具貸与の 

場合は、記載する必要はない。また、集計行には、記載する必要はない。 

 

 [6]「割引後率（％）」 

  料金割引を行っている場今には、上記[3]「サービス内容／種類」に対応す 

る割引率を確認し、割引後の率（割引後率＝１００％－割引率（％））を WAM  

NETの『介護報酬情報提供システム』等の活用により確認し記載する。 

 

 [7]「割引後単位数」 

  上記[6]の記載を行っている場合（料金割引を行っている場合）には、上記 

[5]「単位数」に上記[6]「割引後率」を乗じて算出した割引後の単位数、（小 

数点以下四捨五入）を記載する。 

 

 [8]「回数」 

  第７表「サービス利用票」の[25]「予定」欄から１月間分の合計回数（同 

表の[27]「合計回数」欄）を転記する。ただし、福祉用具貸与の場合は、記 

載する必要はない。また、集計行には、記載する必要はない。 

 

 [9]「サービス単位／金額」 

  上記[5]「単位数」（料金割引を行っている場合は、上記[7]「割引後単位 

数」）に上記[8]「回数」を乗じて算出した結果を、集計行を識別できるよう 

括弧書き等により記載する。区分支給限度管理対象外のサービス（特別地域 

加算等）については、合計には含めないため、識別できるよう記載する。福 

祉用具貸与の場合は、実際の費用額を単位数当たり単価で除した結果（小数 

点以下四捨五入）を記載する。 

 

 [10]「種類支給限度基準額（単位）」＊「種類別支給限度管理」表 

  市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、「被保険者証」から、 

種類別の支給限度額を転記する。 

 

 [11]「合計単位数」＊「種類別支給限度管理」表 

  市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、上記[9]「サービス単位 

／金額」欄から、サービス種類別に単位数を合計し記載する。 

 



 [12]「種類支給限度基準を超える単位数」＊「種類別支給限度管理」表 

  上記[10]及び[11]の記載を行った場合（市町村が種類支給限度基準を定め 

ている場合）には、上記[11]「合計単位数」から上記[10]「種類支給限度基 

準額（単位）」を差引き、種類別に支給限度基準を超える単位数を算出する。 

 

 [13]「種類支給限度基準を超える単位数」 

  市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、上記[12]の「種類支給 

限度基準を超える単位数」の合計に等しくなるように単位数を種類別に振り 

分ける。 

 

 [14]「種類支給限度基準内単位数」 

  市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、上記[9]「サービス単位 

／金額」から上記[13]「種類支給限度基準を超える単位数」で割り振られた 

単位数を差し引いた単位数を記載する。 

 

 [15]「区分支給限度基準額（単位）」 

  「被保険者証」から、区分支給限度基準額を転記する。 

 

 [16]「区分支給限度基準を超える単位数」 

  種類支給限度基準が設定されていない場合は、上記[15]から上記[9]「サー 

ビス単位／金額」欄の合計欄の単位数を超える単位数を記載する。 

  種類支給限度基準額が設定されている場合は、上記[15]から上記[14]「種 

類支給限度基準内単位数」欄の合計欄を超える単位数を記載する。内訳につ 

いては、合計欄に等しくなるように単位数を割り振る。 

 

 [17]「区分支給限度基準内単位数」 

  種類支給限度基準が設定されていなし、場合は、上記[9]「サービス単位／ 

金額」から、上記[16]で割り振られた単位を差し引いた単位数を記載する。 

  種類支給限度基準が設定されている場合は、上記[10]「種類支給限度基準 

内単位」から、上記[16]で割り振られた単位数を差し引いた単位数を記載す 

る。 

 

 [18]「単位数単価」 

  各事業所の所在地におけるサービス種類に対応する単位数当たりの単価を、 

WAM NET「介護報酬情報提供システム」等の活用により確認し記載する。 

 

 [19]「費用総額（保険対象分）」 

  上記[17]「区分支給限度基準内単位数」に上記[18]「単位数単価」を乗じ 

て算出した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

 [20]「給付率（％）」 



  介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載する。利用者 

負担の減額対象者、保険給付額の減額対象者等は、被保険者証、減額証等を 

参考にして記載する。 

 

 [21]「保険給付額」 

  上記[19]「費用総額（保険対象分）」に上記[20]「給付率」を乗じて算出 

した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

 [22]「利用者負担（保険対象分）」 

  上記[19]「費用総額（保険対象分）」から上記[21]「保険給付額」を差引 

いて算出した額を記載する。 

  なお、端数処理の関係で、実際の事業者の徴収方法（毎回徴収するか、ま 

とめて徴収するか）や、公費負担医療の適用によっては利用者負担が異なる 

場合があるので注意すること。 

 

 [23]「利用者負担（全額負担分）」 

  上記[16]「区分支給限度基準を超える単位数」に上記[18]「単位数単価」 

を乗じて算出した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

（２）要介護認定期間中の短期入所利用日数 

 

 [1]「前月までの利用日数」 

  サービス利用票の前月までの短期入所利用日数の合計を転記する。 

 

 [2]「当月の計画利用日数」 

  当月中に計画に位置づけた短期入所サービスの利用日数のうち、限度額内 

の単位数に相当する日数を記載する。 

 

 [3]「累計利用日数」 

  [1]と[2]の累計日数を記載する。 


